
改

正

後

改

正

前

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に

お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二

号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で

に
規
定
す
る
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱

い
に
関
す
る
省
令

納
税
証
明
書
、
住
民
票
等
の
写
し
等
又
は
印

鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
の
受
付
及
び

引
渡
し
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い

に
関
す
る
省
令

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
一
条

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
地
方
公
共
団
体

の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
二

号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
務
を
取
り
扱
う
郵
便
局
（
法
第
一
条
に
規

定
す
る
郵
便
局
を
い
う
。）ご
と
に
、
公
衆
の
見
や

す
い
場
所
に
、
当
該
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と

と
し
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
指
定
地
方
公
共

団
体
」
と
い
う
。）、
取
り
扱
う
事
務
の
内
容
及
び

当
該
事
務
の
取
扱
時
間
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
一
条

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
地
方
公
共
団
体

の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
二

号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
取
り

扱
う
郵
便
局
（
法
第
一
条
に
規
定
す
る
郵
便
局
を

い
う
。）ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当

該
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
地
方
公
共

団
体
（
以
下
「
指
定
地
方
公
共
団
体
」と
い
う
。）、

取
り
扱
う
事
務
の
内
容
及
び
当
該
事
務
の
取
扱
時

間
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
人
確
認
の
方
法
）

（
本
人
確
認
の
方
法
）

第
二
条

法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
納
税
証
明
書

（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
納
税
証
明
書
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）、
住
民
票
等
の
写
し
等
（
同
条
第
三

号
に
規
定
す
る
住
民
票
の
写
し
等
又
は
除
票
の
写

し
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
印
鑑
登
録
証
明

書
（
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
印
鑑
登
録
証
明
書

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
交
付
の
請
求
を
受
け
付

け
る
際
の
本
人
確
認
は
、日
本
郵
便
株
式
会
社
が
、

法
第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第

七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以

下
「
郵
便
局
取
扱
事
務
従
事
職
員
」
と
い
う
。）を

し
て
、
当
該
請
求
を
行
う
者
に
対
し
、
必
要
な
証

明
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

第
二
条

法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
納
税
証
明
書

（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
納
税
証
明
書
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）、
住
民
票
等
の
写
し
等
（
同
条
第
三

号
に
規
定
す
る
住
民
票
の
写
し
等
又
は
除
票
の
写

し
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
印
鑑
登
録
証
明

書
（
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
印
鑑
登
録
証
明
書

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
交
付
の
請
求
を
受
け
付

け
る
際
の
本
人
確
認
は
、日
本
郵
便
株
式
会
社
が
、

法
第
二
条
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ

る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
郵
便
局
取
扱

事
務
従
事
職
員
」
と
い
う
。）を
し
て
、
当
該
請
求

を
行
う
者
に
対
し
、
必
要
な
証
明
を
求
め
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
総
務
省
令
第
五
十
四
号

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部

の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
納
税
証
明
書
、
住
民
票
等
の
写
し
等
又
は
印
鑑

登
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
の
受
付
及
び
引
渡
し
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
及
び
地
方
公
共

団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
の
基
準
を
定
め

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
五
月
十
九
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

納
税
証
明
書
、
住
民
票
等
の
写
し
等
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
の
受
付
及
び
引
渡
し
の
事
務
の
郵

便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
及
び
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関

す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
納
税
証
明
書
、
住
民
票
等
の
写
し
等
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
の
受
付
及
び
引
渡
し
の
事
務
の
郵
便

局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

納
税
証
明
書
、
住
民
票
等
の
写
し
等
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
の
受
付
及
び
引
渡
し
の
事
務
の

郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
傍
線
を
付
し
た

部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
こ
れ
を

加
え
る
。





（
請
求
書
類
等
の
送
付
）

（
請
求
書
類
の
送
付
）

第
三
条

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
法
第
二
条
の
規

定
に
基
づ
き
納
税
証
明
書
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書

を
引
き
渡
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
郵
便
局
取

扱
事
務
従
事
職
員
を
し
て
、
当
該
引
渡
し
に
係
る

請
求
書
類
を
当
該
引
渡
し
の
事
務
に
係
る
指
定
地

方
公
共
団
体
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
市
又
は
区
若
し
く

は
総
合
区
）
の
長
に
送
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

﹇
同
上
﹈

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

３

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ

き
署
名
用
電
子
証
明
書
（
同
条
第
五
号
に
規
定
す

る
署
名
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。）又
は
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書

（
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
引
き
渡
し
た
場

合
及
び
署
名
用
電
子
証
明
書
又
は
利
用
者
証
明
用

電
子
証
明
書
の
失
効
を
求
め
る
旨
の
申
請
を
受
け

付
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
引
渡
し
に
係
る
請
求
書

類
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
引
渡
し
又
は
申
請
の
受

付
に
係
る
申
請
書
類
」と
、「
当
該
引
渡
し
の
事
務
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
引
渡
し
又
は
申
請
の
受
付
の

事
務
」
と
、「
市
又
は
区
若
し
く
は
総
合
区
」
と
あ

る
の
は
「
区
又
は
総
合
区
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

２

法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
施
設
及
び
設
備
（
法
第
二
条
第
五
号

及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
場

合
に
限
る
。）は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

法
第
二
条
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る

署
名
用
電
子
証
明
書
及
び
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
署
名
用
電

改

正

後

改

正

前

（
施
設
及
び
設
備
）

（
施
設
及
び
設
備
）

第
一
条

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局

に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総

第
一
条

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局

に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総

一

法
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第

七
号
に
規
定
す
る
戸
籍
謄
本
等
、除
籍
謄
本
等
、

納
税
証
明
書
、
住
民
票
の
写
し
等
、
除
票
の
写

し
等
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
、
戸
籍
の
附
票
の

除
票
の
写
し
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
証
明
書
等
」
と
い
う
。）並
び

に
こ
れ
ら
の
交
付
の
請
求
に
係
る
書
類
を
、
同

条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以

下
「
郵
便
局
取
扱
事
務
従
事
職
員
」
と
い
う
。）

及
び
当
該
請
求
を
行
う
者
以
外
の
者
が
、
容
易

に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
適
切
な
措
置

が
講
じ
ら
れ
た
施
設

一

法
第
二
条
各
号
に
規
定
す
る
戸
籍
謄
本
等
、

除
籍
謄
本
等
、
納
税
証
明
書
、
住
民
票
の
写
し

等
、
除
票
の
写
し
等
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
、

戸
籍
の
附
票
の
除
票
の
写
し
及
び
印
鑑
登
録
証

明
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
証
明
書
等
」

と
い
う
。）並
び
に
こ
れ
ら
の
交
付
の
請
求
に
係

る
書
類
を
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
従
事

す
る
職
員
（
以
下
「
郵
便
局
取
扱
事
務
従
事
職

員
」
と
い
う
。）及
び
当
該
請
求
を
行
う
者
以
外

の
者
が
、
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
施
設

二

地
方
公
共
団
体
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
又

は
総
合
区
（
法
第
二
条
第
二
号
及
び
第
七
号
に

掲
げ
る
事
務
の
実
施
に
あ
っ
て
は
、
市
又
は
区

若
し
く
は
総
合
区
）。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

と
の
間
で
証
明
書
等
及
び
こ
れ
ら
の
交
付
の
請

求
に
係
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
情
報
を
電
磁
的

方
法
に
よ
り
送
受
信
す
る
場
合
は
、
個
人
情
報

の
適
正
な
取
扱
い
そ
の
他
郵
便
局
取
扱
事
務

（
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
郵
便

局
取
扱
事
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
適
正
か

つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
送

受
信
設
備

二

地
方
公
共
団
体
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
又

は
総
合
区
（
法
第
二
条
第
二
号
及
び
第
五
号
に

掲
げ
る
事
務
の
実
施
に
あ
っ
て
は
、
市
又
は
区

若
し
く
は
総
合
区
））と
の
間
で
証
明
書
等
及
び

こ
れ
ら
の
交
付
の
請
求
に
係
る
書
類
に
記
載
さ

れ
た
情
報
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
送
受
信
す
る

場
合
は
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
そ
の
他

郵
便
局
取
扱
事
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を

確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
送
受
信
設
備

﹇
三

略
﹈

﹇
三

同
上
﹈

務
省
令
で
定
め
る
施
設
及
び
設
備
（
法
第
二
条
第

五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
を
取
り
扱
わ
せ

る
場
合
を
除
く
。）は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

務
省
令
で
定
め
る
施
設
及
び
設
備
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
便
局

の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
郵

便
局
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
こ
れ
を
加
え
る
。





二

地
方
公
共
団
体
と
の
間
で
署
名
用
電
子
証
明

書
等
、
署
名
利
用
者
確
認
及
び
利
用
者
証
明
利

用
者
確
認
の
た
め
の
書
類
並
び
に
署
名
用
電
子

証
明
書
等
の
発
行
又
は
失
効
を
求
め
る
旨
の
申

請
に
係
る
書
類
に
記
録
又
は
記
載
さ
れ
た
情
報

を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
送
受
信
す
る
場
合
は
、

個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
そ
の
他
郵
便
局
取

扱
事
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る

こ
と
が
で
き
る
送
受
信
設
備

三

法
第
二
条
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事

務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
地
方
公
共
団

体
を
経
由
し
て
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
と
の
間
で
行
わ
れ
る
署
名
用
電
子
証
明
書

等
に
係
る
情
報
の
送
受
信
及
び
当
該
署
名
用
電

子
証
明
書
等
の
こ
れ
ら
の
号
の
電
磁
的
記
録
媒

体
へ
の
記
録
そ
の
他
署
名
用
電
子
証
明
書
等
の

発
行
又
は
失
効
を
求
め
る
旨
の
申
請
に
係
る
事

務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と

が
で
き
る
設
備

四

署
名
用
電
子
証
明
書
等
の
発
行
又
は
失
効
を

求
め
る
旨
の
申
請
に
係
る
書
類
等
を
適
切
に
保

管
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十

七
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

子
証
明
書
等
」
と
い
う
。）の
記
録
事
項
、
こ
れ

ら
の
号
に
規
定
す
る
署
名
利
用
者
確
認
及
び
利

用
者
証
明
利
用
者
確
認
の
た
め
の
書
類
並
び
に

署
名
用
電
子
証
明
書
等
の
発
行
又
は
失
効
を
求

め
る
旨
の
申
請
に
係
る
書
類
を
、
郵
便
局
取
扱

事
務
従
事
職
員
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
以
外

の
者
が
、
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
施
設

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報


